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○ 国 土 交 通 省 令 第 六 十 号

建 設 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 号 ） 第 六 条 第 一 項 （ 同 法 第 十 七 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

） 、 第 二 十 七 条 の 二 十 七 、 第 二 十 七 条 の 二 十 九 第 一 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 二 十 七 条 の 三 十 六 の 規 定 に

基 づ き 、 建 設 業 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 四 年 八 月 十 五 日

国 土 交 通 大 臣 斉 藤 鉄 夫

建 設 業 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

建 設 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 四 年 建 設 省 令 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改

正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応

し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が

同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正

前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正

後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前

欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改 正 後 改 正 前

（ 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 学 科 ） （ 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 学 科 ）

第 一 条 建 設 業 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 二 号 イ に 規 定 す る 学 第 一 条 建 設 業 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 二 号 イ に 規 定 す る 学

科 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 許 可 （ 一 般 建 設 業 の 許 可 を い う 。 第 四 条 科 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 許 可 （ 一 般 建 設 業 の 許 可 を い う 。 第 四 条

第 四 項 を 除 き 、 以 下 こ の 条 か ら 第 十 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） を 受 け よ 第 三 項 を 除 き 、 以 下 こ の 条 か ら 第 十 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） を 受 け よ

う と す る 建 設 業 に 応 じ て 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 学 科 と す る 。 う と す る 建 設 業 に 応 じ て 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 学 科 と す る 。

（ 表 略 ） （ 表 略 ）

（ 法 第 六 条 第 一 項 第 五 号 の 書 面 ） （ 法 第 六 条 第 一 項 第 五 号 の 書 面 ）

第 三 条 （ 略 ） 第 三 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 （ 新 設 ）

律 第 百 五 十 一 号 。 以 下 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 と い う 。 ） 第 六 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 許 可 を 申

請 す る 者 （ 許 可 の 更 新 を 申 請 す る 者 を 除 く 。 ） は 、 前 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 法 第 七 条 第 二 号 に 掲 げ る 基 準 を 満 た し て い る こ と を 証 す る 書

面 （ 別 記 様 式 第 八 号 に よ る 証 明 書 を 除 き 、 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 書 面

に 限 る 。 ） の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。

４ 許 可 の 更 新 を 申 請 す る 者 は 、 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 七 条 ３ 許 可 の 更 新 を 申 請 す る 者 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 七 条 第

第 二 号 に 掲 げ る 基 準 を 満 た し て い る こ と を 証 す る 書 面 の 提 出 を 省 略 す 二 号 に 掲 げ る 基 準 を 満 た し て い る こ と を 証 す る 書 面 の 提 出 を 省 略 す る

る こ と が で き る 。 こ と が で き る 。

（ 法 第 六 条 第 一 項 第 六 号 の 書 類 ） （ 法 第 六 条 第 一 項 第 六 号 の 書 類 ）

第 四 条 （ 略 ） 第 四 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 （ 新 設 ）

情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 許 可 を 申 請 す る 者 （ 許 可 の 更 新 を 申 請 す る 者

を 除 く 。 ） は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 第 六 号 か ら 第 十 一 号



-
3

-

ま で 、 第 十 四 号 及 び 第 十 五 号 に 掲 げ る 書 類 の う ち 国 土 交 通 大 臣 が 定 め

る 書 類 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。

４ 一 般 建 設 業 の 許 可 を 申 請 す る 者 （ 一 般 建 設 業 の 許 可 の 更 新 を 申 請 す ３ 一 般 建 設 業 の 許 可 を 申 請 す る 者 （ 一 般 建 設 業 の 許 可 の 更 新 を 申 請 す

る 者 を 除 く 。 ） が 、 特 定 建 設 業 の 許 可 又 は 当 該 申 請 に 係 る 建 設 業 以 外 る 者 を 除 く 。 ） が 、 特 定 建 設 業 の 許 可 又 は 当 該 申 請 に 係 る 建 設 業 以 外

の 建 設 業 の 一 般 建 設 業 の 許 可 を 受 け て い る と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か の 建 設 業 の 一 般 建 設 業 の 許 可 を 受 け て い る と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 同 項 第 六 号 か ら 第 十 六 号 ま で に 掲 げ る 書 類 の 提 出 を 省 略 す か わ ら ず 、 同 項 第 六 号 か ら 第 十 五 号 ま で 及 び 第 十 七 号 に 掲 げ る 書 類 の

る こ と が で き る 。 た だ し 、 法 第 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 し て 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 法 第 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ

新 た に 一 般 建 設 業 の 許 可 を 申 請 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 か に 該 当 し て 新 た に 一 般 建 設 業 の 許 可 を 申 請 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で

な い 。

５ 許 可 の 更 新 を 申 請 す る 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 第 六 ４ 許 可 の 更 新 を 申 請 す る 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 第 六

号 か ら 第 十 一 号 ま で 及 び 第 十 三 号 か ら 第 十 六 号 ま で に 掲 げ る 書 類 の 提 号 か ら 第 十 一 号 ま で 、 第 十 三 号 か ら 第 十 五 号 ま で 及 び 第 十 七 号 に 掲 げ

出 を 省 略 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 同 項 第 六 号 、 第 七 号 、 第 十 号 、 る 書 類 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 同 項 第 六 号 、 第 七 号

第 十 一 号 、 第 十 三 号 及 び 第 十 六 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 そ の 記 載 、 第 十 号 、 第 十 一 号 、 第 十 三 号 及 び 第 十 七 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は

事 項 に 変 更 が な い 場 合 に 限 る 。 、 そ の 記 載 事 項 に 変 更 が な い 場 合 に 限 る 。

（ 特 定 建 設 業 に つ い て の 準 用 ） （ 特 定 建 設 業 に つ い て の 準 用 ）

第 十 三 条 第 一 条 か ら 第 六 条 ま で （ 第 三 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で を 除 く 第 十 三 条 第 一 条 か ら 第 六 条 ま で （ 第 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 を 除 く 。 ）

。 ） 、 第 七 条 の 二 及 び 第 八 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 特 定 建 設 業 の 許 、 第 七 条 の 二 及 び 第 八 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 特 定 建 設 業 の 許 可 及

可 及 び 特 定 建 設 業 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 条 第 び 特 定 建 設 業 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 条 第 三 項

四 項 中 「 一 般 建 設 業 の 許 可 」 と あ る の は 「 特 定 建 設 業 の 許 可 」 と 、 「 中 「 一 般 建 設 業 の 許 可 」 と あ る の は 「 特 定 建 設 業 の 許 可 」 と 、 「 特 定

特 定 建 設 業 の 許 可 」 と あ る の は 「 一 般 建 設 業 の 許 可 」 と 、 第 七 条 の 二 建 設 業 の 許 可 」 と あ る の は 「 一 般 建 設 業 の 許 可 」 と 、 「 書 類 」 と あ る

第 一 項 中 「 第 七 条 第 二 号 イ 、 ロ 若 し く は ハ 」 と あ る の は 「 第 十 五 条 第 の は 「 書 類 （ 一 般 建 設 業 の 許 可 の み を 受 け て い る 者 が 特 定 建 設 業 の 許

二 号 イ 、 ロ 若 し く は ハ 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 可 を 申 請 す る 場 合 に あ つ て は 、 法 第 十 五 条 第 二 号 ロ に 該 当 す る 者 及 び

同 号 ハ の 規 定 に よ り 国 土 交 通 大 臣 が 同 号 ロ に 掲 げ る 者 と 同 等 以 上 の 能

力 を 有 す る も の と 認 定 し た 者 に 係 る 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 を 除 く 。

） 」 と 、 第 七 条 の 二 第 一 項 中 「 第 七 条 第 二 号 イ 、 ロ 若 し く は ハ 」 と あ

る の は 「 第 十 五 条 第 二 号 イ 、 ロ 若 し く は ハ 」 と 読 み 替 え る も の と す る

。

２ 法 第 十 七 条 に お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 一 項 第 五 号 の 書 面 の う ち 、 ２ 法 第 十 七 条 に お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 一 項 第 五 号 の 書 面 の う ち 、

法 第 十 五 条 第 二 号 に 掲 げ る 基 準 を 満 た し て い る こ と を 証 す る 書 面 は 、 法 第 十 五 条 第 二 号 に 掲 げ る 基 準 を 満 た し て い る こ と を 証 す る 書 面 は 、
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別 記 様 式 第 八 号 に よ る 証 明 書 及 び 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 書 面 （ 次 の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 書 面 （ 指 定 建 設 業 の 許 可 を 受 け よ う と す

指 定 建 設 業 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 に あ つ て は 、 第 一 号 、 第 三 号 又 る 者 に あ つ て は 、 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号 に 掲 げ る 書 面 ） そ の 他 当

は 第 四 号 に 掲 げ る 書 面 ） そ の 他 当 該 事 項 を 証 す る に 足 り る 書 面 と す る 該 事 項 を 証 す る に 足 り る 書 面 と す る 。

。
一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 第 三 条 第 二 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 掲 げ る 書 面 及 び 二 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る も の 及 び 指 導 監 督 的 な 実 務 の 経 験 を 証 す

指 導 監 督 的 な 実 務 の 経 験 を 証 す る 別 記 様 式 第 十 号 に よ る 使 用 者 の 証 る 別 記 様 式 第 十 号 に よ る 使 用 者 の 証 明 書

明 書

三 ・ 四 （ 略 ） 三 ・ 四 （ 略 ）

３ 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 （ 新 設 ）

情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 特 定 建 設 業 の 許 可 を 申 請 す る 者 （ 特 定 建 設 業

の 許 可 の 更 新 を 申 請 す る 者 を 除 く 。 ） は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

法 第 十 五 条 第 二 号 に 掲 げ る 基 準 を 満 た し て い る こ と を 証 す る 書 面 （ 別

記 様 式 第 八 号 に よ る 証 明 書 を 除 き 、 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 書 面 に 限 る

。 ） の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。

４ 特 定 建 設 業 の 許 可 の 更 新 を 申 請 す る 者 は 、 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ３ 許 可 の 更 新 を 申 請 す る 者 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 十 五 条

ず 、 法 第 十 五 条 第 二 号 に 掲 げ る 基 準 を 満 た し て い る こ と を 証 す る 書 面 第 二 号 に 掲 げ る 基 準 を 満 た し て い る こ と を 証 す る 書 面 の う ち 別 記 様 式

の う ち 別 記 様 式 第 八 号 に よ る 証 明 書 以 外 の 書 面 の 提 出 を 省 略 す る こ と 第 八 号 に よ る 証 明 書 以 外 の 書 面 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。

が で き る 。

（ 施 工 体 制 台 帳 の 記 載 事 項 等 ） （ 施 工 体 制 台 帳 の 記 載 事 項 等 ）

第 十 四 条 の 二 （ 略 ） 第 十 四 条 の 二 （ 略 ）

２ 施 工 体 制 台 帳 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 ２ 施 工 体 制 台 帳 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

一 前 項 第 二 号 ロ の 請 負 契 約 及 び 同 項 第 四 号 ロ の 下 請 契 約 に 係 る 法 一 前 項 第 二 号 ロ の 請 負 契 約 及 び 同 項 第 四 号 ロ の 下 請 契 約 に 係 る 法

第 十 九 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 書 面 の 写 し （ 作 成 建 設 業 第 十 九 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 書 面 の 写 し （ 作 成 建 設 業

者 が 注 文 者 と な つ た 下 請 契 約 以 外 の 下 請 契 約 で あ つ て 、 公 共 工 事 者 が 注 文 者 と な つ た 下 請 契 約 以 外 の 下 請 契 約 で あ つ て 、 公 共 工 事

（ 入 札 契 約 適 正 化 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 公 共 工 事 を い う 。 以 （ 入 札 契 約 適 正 化 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 公 共 工 事 を い う 。 第

下 同 じ 。 ） 以 外 の 建 設 工 事 に つ い て 締 結 さ れ る も の に 係 る も の に 十 四 条 の 四 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） 以 外 の 建 設 工 事 に つ い て 締 結

あ つ て は 、 請 負 代 金 の 額 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） さ れ る も の に 係 る も の に あ つ て は 、 請 負 代 金 の 額 に 係 る 部 分 を 除

く 。 ）
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二 ～ 四 （ 略 ） 二 ～ 四 （ 略 ）

３ ・ ４ （ 略 ） ３ ・ ４ （ 略 ）

（ 経 営 事 項 審 査 の 客 観 的 事 項 ） （ 経 営 事 項 審 査 の 客 観 的 事 項 ）

第 十 八 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 十 三 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 客 観 的 事 第 十 八 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 十 三 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 客 観 的 事

項 は 、 経 営 規 模 、 技 術 的 能 力 及 び 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 と す る 。 項 は 、 経 営 規 模 、 技 術 的 能 力 及 び 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 建 設 工 事 の 担 い 手 の 育 成 及 び 確 保 に 関 す る 取 組 の 状 況 一 労 働 福 祉 の 状 況

二 ～ 七 （ 略 ） 二 ～ 七 （ 略 ）

八 国 又 は 国 際 標 準 化 機 構 が 定 め た 規 格 に よ る 認 証 又 は 登 録 の 状 況 八 国 際 標 準 化 機 構 が 定 め た 規 格 に よ る 登 録 の 状 況

（ 削 る ） 九 若 年 の 技 術 者 及 び 技 能 労 働 者 の 育 成 及 び 確 保 の 状 況

（ 削 る ） 十 建 設 工 事 を 適 正 に 実 施 す る た め に 必 要 な 知 識 及 び 技 術 又 は 技 能 の

向 上 に 関 す る 建 設 工 事 に 従 事 す る 者 の 取 組 の 状 況

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）

附 則 附 則

こ の 省 令 は 、 建 設 業 法 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 （ 施 行 期 日 ）

１ こ の 省 令 は 、 建 設 業 法 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 経 営 事 項 審 査 の 受 審 の 特 例 ）

２ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法

（ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） 附 則 第 一 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 新

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 を い う 。 ） 及 び そ の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置

の 影 響 を 受 け た 建 設 業 者 で あ つ て 、 事 業 年 度 が 令 和 元 年 十 月 二 十 九 日

か ら 令 和 二 年 六 月 三 十 日 ま で の 間 に 終 了 す る も の に つ い て の 令 和 三 年

一 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 十 八 条 の 二 の 規 定 の 適 用 に つ い て は

、 同 条 中 「 同 項 の 建 設 工 事 に つ い て 発 注 者 と 請 負 契 約 を 締 結 す る 日 の

一 年 七 月 前 の 日 」 と あ る の は 、 「 平 成 三 十 年 十 月 二 十 九 日 」 と す る 。

（ 再 審 査 の 申 立 て の 特 例 ）

３ 令 和 三 年 六 月 十 六 日 以 後 に 経 営 規 模 等 評 価 の 申 請 を し た 建 設 業 者 で

あ つ て 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 要 件 に 該 当 す る も の が 、 第 十 八 条 の 三 第

一 項 第 十 号 に 掲 げ る 事 項 の う ち 建 設 工 事 を 適 正 に 実 施 す る た め に 必 要
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な 技 能 の 向 上 に 関 す る 建 設 工 事 に 従 事 す る 者 の 取 組 の 状 況 及 び 同 条 第

二 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 法 第 二 十 七 条 の 二 十 八 の 規 定 に よ り

再 審 査 の 申 立 て を す る 場 合 に お け る 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 項 中 「 法 第 二 十 七 条 の 二 十 七 の 規 定 に よ る 審 査 の 結 果 の 通

知 を 受 け た 日 か ら 三 十 日 以 内｣ と あ る の は 、｢ 令 和 四 年 四 月 二 十 六 日 ま

で｣ と す る 。

様式第二十五号の十四第十九条の七第二十条第二十一条の二関係様式第二十五号の十四第十九条の七第二十条第二十一条の二関係（ （、 、 、 、

） ）

（ ） （ ）略 略
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記載要領 記載要領

～ （ ） ～ （ ）１７略 １７略

「 」 （ ）８４７若年技術職員の継続的な育成及び確保の欄は審査基新設、

準日において満歳未満の技術職員の人数が技術職員の人数の合35、

15 「 」 「 」計の％以上に該当する場合は１を該当しない場合は２、

を記入することまた技術職員数の欄には別紙二の技術職員「 」。 、

名簿に記載した技術職員の合計人数を若年技術職員数の欄に「 」、

は審査基準日において満歳未満の技術職員の人数を若年技35 「、 、

術職員の割合の欄には若年技術職員数の欄に記載した数値を」 「 」

技術職員数の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し「 」 、

記載すること。

「 」 （ ）９４８新規若年技術職員の育成及び確保の欄は審査基準日新設、

において満歳未満の技術職員のうち審査対象年内に新規に技35、 、

術職員となつた人数が技術職員の人数の合計の１％以上に該当する

場合は１を該当しない場合は２を記入することまた「 」 「 」、 。 、

新規若年技術職員数の欄には別紙二の技術職員名簿に記載さ「 」 、

れた技術職員のうち新規掲載者欄に○が付され審査基準日「 」、 、

35 「 」において満歳未満のものの人数を新規若年技術職員の割合、

欄には新規若年技術職員数の欄に記載した数値を前項技術職「 」 「

員数の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し記載する」 、

こと。

10 「 」 「 」 （ ）４９ＣＰＤ単位取得数の欄は技術者数の欄に記載し新設、

た数に含まれる者が審査基準日以前１年のうちに取得したＣＰＤの

単位数ただし算入できるＣＰＤ単位数は１人当たり単位を上（ 30、

限とするを記載することまた技術者数の欄は第７条） 「 」。 。 、 、

の３第３号若しくは第条の３第２項第１号に規定する者又は１級18

若しくは２級の第一次検定に合格した者第条の３第２項第１号（ 18

に規定される者に該当する者を除くの数を記載すること）。 。

11 「 」 「 」 （ ）５０技能レベル向上者数の欄は技能者数の欄に記載新設、

した数に含まれる者が審査基準日以前３年のうちに国土交通大臣が
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定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価以下このに（ 11

おいて認定能力評価というの区分が審査基準日の３年前の「 」 ）。

日において受けている評価の区分より１以上上位であつた技能者の

数を記載することまた技能者数の欄は審査基準日におい「 」。 、 、

て審査基準日以前３年のうちに建設工事の施工に従事した者であつ

て第条の２第２号チ又は同条第４号チに規定する建設工事に従事14

する者に該当する者の数から建設工事の施工の管理のみに従事した

者の数を除いた数を控除対象者欄は審査基準日以前３年の「 」、 、

うちに認定能力評価により評価が最上位の区分に該当するとされた

者の数を記載することとする。

12 「 （ ）５１女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ新設

く認定の状況の欄は審査基準日において女性の職業生活にお」 、 、

ける活躍の推進に関する法律平成年法律第号に基づくえ（ 27 64 ） 「

るぼし認定１段階目を受けている場合は１をえるぼ（ ） 」 「 」 「、

し認定２段階目を受けている場合は２をえるぼし認（ ） 」 「 」 「、

定３段階目を受けている場合は３をプラチナえるぼ（ ） 」 「 」 「、

し認定を受けている場合は４をいずれの認定も受けていな」 「 」 、

い場合は５を記入すること「 」 。

13 「 」 （ ）５２次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況の欄は新設

審査基準日において次世代育成支援対策推進法平成年法律（ 15、 、

第号に基づくくるみん認定を受けている場合は１を120 ） 「 」 「 」
トライくるみん認定を受けている場合は２をプラチ「 」 「 」 「、 、

ナくるみん認定を受けている場合は３をいずれの認定も受」 「 」 、

けていない場合は４を記入すること「 」 。

14 「 （ ）５３青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況新設

の欄は審査基準日において青少年の雇用の促進等に関する法」 、 、

律昭和年法律第号に基づくユスエル認定を受けて（ 45 98 ） 「 ー ー 」

いる場合は１を受けていない場合は２を記入すること「 」 「 」、 。

15 「 （ ）５４建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要新設

な措置の実施状況の欄は審査基準日以前１年のうちに発注者か」 、
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ら直接請け負つた建設工事のうち国土交通大臣が定める建設工事、

以外の全ての建設工事において建設工事に従事する者の就業履歴を

蓄積するために必要な措置として国土交通大臣が定めるものを実施

した場合は１を国土交通大臣が定める公共工事以外の全ての「 」 、

公共工事において当該措置を実施した場合は２をいずれにも「 」 、

該当しない場合は３を記入すること「 」 。

５５営業年数の欄は審査基準日までの建設業の営業年数８４７営業年数の欄は審査基準日までの建設業の営業年数16 「 」 「 」、 、

建設業の許可又は登録を受けて営業を行つていた年数をいい休建設業の許可又は登録を受けて営業を行つていた年数をいい休（ （、 、

業等の期間を除くただし平成年４月１日以降の申立てに係る業等の期間を除くただし平成年４月１日以降の申立てに係る23 23。 、 。 、

再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けかつ再生手再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けかつ再生手、 、 、 、

続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けてから営業を行つてい続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けてから営業を行つてい

た年数をいい休業等の期間を除くを記入し表内の年号につた年数をいい休業等の期間を除くを記入し表内の年号につ） ）、 。 、 、 。 、

いては不要のものを消すこと いては不要のものを消すこと。 。

５６民事再生法又は会社更生法の適用の有無の欄は平成９４８民事再生法又は会社更生法の適用の有無の欄は平成17 「 」 「 」、 、

年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続23 23

開始の決定を受けかつ再生手続終結の決定又は更生手続終結の開始の決定を受けかつ再生手続終結の決定又は更生手続終結の、 、 、 、

決定を受けていない場合は１をその他の場合は２を記入決定を受けていない場合は１をその他の場合は２を記入「 」 「 」 「 」 「 」、 、

すること すること。 。

５７防災協定の締結の有無の欄は審査基準日において ４９防災協定の締結の有無の欄は審査基準日において18 「 」 10 「 」、 、 、 、

国特殊法人等公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する国特殊法人等公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する（ （、 、

法律第２条第１項に規定する特殊法人等又は地方公共団体との間法律第２条第１項に規定する特殊法人等又は地方公共団体との間） ）

で防災活動に関する協定を締結している場合は１を締結しで防災活動に関する協定を締結している場合は１を締結し「 」 「 」、 、 、 、

ていない場合は２を記入すること ていない場合は２を記入すること「 」 「 」。 。

５８営業停止処分の有無の欄は審査対象年において法５０営業停止処分の有無の欄は審査対象年において法19 「 」 11 「 」、 、 、 、

第条の規定による営業の停止を受けたことがある場合は１を第条の規定による営業の停止を受けたことがある場合は１を28 「 」 28 「 」

受けたことがない場合は２を記入すること 受けたことがない場合は２を記入すること「 」 「 」、 。 、 。

20 「 」 28 12 「 」 28５９指示処分の有無の欄は審査対象年において法第 ５１指示処分の有無の欄は審査対象年において法第、 、 、 、

条の規定による指示を受けたことがある場合は１を受けたこ条の規定による指示を受けたことがある場合は１を受けたこ「 」 「 」、 、

とがない場合は２を記入すること とがない場合は２を記入すること「 」 「 」。 。

６０監査の受審状況の欄は審査基準日において会計監５２監査の受審状況の欄は審査基準日において会計監21 「 」 13 「 」、 、 、 、
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査人の設置を行つている場合は１を会計参与の設置を行つて査人の設置を行つている場合は１を会計参与の設置を行つて「 」 「 」、 、

いる場合は２を第条の３第３項第２号イに該当する者一いる場合は２を第条の３第３項２号イに該当する者一級「 」 18 「 」 18、 、 、 、

級登録経理試験に合格した者であつて合格した日の属する年度の登録経理試験に合格した者であつて合格した日の属する年度の翌、 、

翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの一級登録経年度の日から起算して５年を経過しないもの一級登録経理講習を、 、

理講習を受講した者であつて合格した日の属する年度の翌年度の受講した者であつて合格した日の属する年度の翌年度の開始の日、 、

開始の日から起算して５年を経過しないもの又は第条の３第３項から起算して５年を経過しないもの又は第条の３第３項第２号ニ18 18

第２号ニに該当する者一級の登録経理講習を受講した者と同等以に該当する者一級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認め（ （

上と認められる者に限るが経理処理の適正を確認した旨の書類られる者に限るが経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの） ）。 。

に自らの署名を付したものを提出している場合は３をいずれ署名を付したものを提出している場合は３をいずれにも該当「 」 「 」、 、

にも該当しない場合は４を記入すること しない場合は４を記入すること「 」 「 」。 。

６１公認会計士等の数の欄は第条の３第３項第２号イ５３公認会計士等の数の欄は第条の３第３項第２号イ22 「 」 18 14 「 」 18、 、

に該当する者一級登録経理試験に合格した者であつて合格したに該当する者一級登録経理試験に合格した者であつて合格した、 、 、 、

日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しない日の属する年度の翌年度の日から起算して５年を経過しないもの、

もの一級登録経理講習を受講した者であつて受講した日の属す一級登録経理講習を受講した者であつて受講した日の属する年度、 、 、

る年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの及びの翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの及び第条18

第条の３第３項第２号ニに該当する者の人数の合計を記入するこの３第３項第２号ニに該当する者の人数の合計を記入すること18 。

と。

６２二級登録経理試験合格者等の数の欄は二級登録経理５４二級登録経理試験合格者等の数の欄は二級登録経理23 「 」 15 「 」、 、

試験に合格した者であつて合格した日の属する年度の翌年度の開試験に合格した者であつて合格した日の属する年度の翌年度の日、 、

始の日から起算して５年を経過しないもの二級登録経理講習を受から起算して５年を経過しないもの二級登録経理講習を受講した、 、

講した者であつて受講した日の属する年度の翌年度の開始の日か者であつて受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算、 、

ら起算して５年を経過しないもの又は第条の３第３項第２号ニにして５年を超過しないもの又は第条の３第３項２号ニに該当する18 18

該当する者二級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認めら者二級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者と（ （

れる者とされる者に限るの人数の合計を記入すること される者に限るの人数の合計を記入すること） ）。 。 。 。

６３研究開発費２期平均の欄は審査対象事業年度及５５研究開発費２期平均の欄は審査対象事業年度及24 「 （ ） 」 16 「 （ ） 」、 、

び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研究開発費の額び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研究開発費の額

の平均の額を記入することただし会計監査人設置会社以外の建の平均の額を記入することただし会計監査人設置会社以外の建。 、 。 、

設業者はカラムに０を記入することまた表内のカラムに審設業者はカラムに０を記入することまた表内のカラムに審「 」 「 」。 、 。 、

査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度におけ査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度におけ

る研究開発費の額を記入すること る研究開発費の額を記入すること。 。
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６４建設機械の所有及びリス台数の欄は審査基準日に５６建設機械の所有及びリス台数の欄は審査基準日に25 「 ー 」 17 「 ー 」、 、

おいて自ら所有し又はリス契約審査基準日から１年７月以おいて自ら所有し又はリス契約審査基準日から１年７月以ー （ ー （、 、 、 、

上の使用期間が定められているものに限るにより使用する建設上の使用期間が定められているものに限るにより使用する建設） ）。 。

機械抵当法施行令昭和年政令第号別表に規定するショベ機械抵当法施行令昭和年政令第号別表に規定するショベ（ 29 294 ） （ 29 294 ）

ル系掘削機ブルドザトラクタショベル及びモタグレル系掘削機ブルドザトラクタショベル及びモタグレー ー ー ー ー ー ー ー ー ー、 、 、 、

ダ土砂等を運搬する貨物自動車であつて自動車検査証道路ダ土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関ー ー （ ー ー、 、

運送車両法昭和年法律第号第条第１項の自動車検査証する特別措置法昭和年法律第号第２条第２項に規定する（ 26 185 ） 60 （ 42 131 ）

をいうの車体の形状の欄にダンプダンプフルトレラ大型自動車以下単に大型自動車というのうち同法第３） 「 」 「 ー （ 「 」 ）。 、 。 、

又はダンプセミトレラと記載されているもの並びに労働安条第１項第２号に規定する経営する事業の種類として建設業を届け」 「 ー 」

全衛生法施行令昭和年政令第号第条第１項第４号に掲出かつ同項又は同条第３項の規定による表示番号の指定を受け（ 47 318 ） 12 、 、

げるつり上げ荷重が三トン以上の移動式クレン同令第条第３ているもの大型自動車のうち土砂等を運搬する大型自動車によー 13、 、 、

項第号に掲げる作業床の高さが二メトル以上の高所作業車同る交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則昭和年運輸省34 ー （ 42、

令別表第７第４号に掲げる締固め用機械及び同表第６号に掲げる解令第号第５条第１項に規定する表示番号指定申請書記載事項86 ） （

体用機械について台数の合計を記入すること に変更があつた場合においては同条第２項に規定する申請事項変、 。 、

更届出書に主として経営する事業の種類が建設業である旨を記載）

しかつ同法第３条第２項の規定による表示番号の指定を受けて、 、

いるもの並びに労働安全衛生法施行令昭和年政令第号第（ 47 318 ）

条第１項第４号に規定するつり上げ荷重が三トン以上の移動式ク12

レンについて台数の合計を記入することー 、 。

26 「 」 （ ）６５エコアクション２１の認証の有無の欄は審査基準日新設、

においてエコアクション２１の認証を取得している場合認証範（、

囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限

られている場合を除くは１を取得していない場合は２） 「 」 「。 、

を記入すること」 。

６６ＩＳＯ９００１の登録の有無の欄は審査基準日にお５７ＩＳＯ９００１の登録の有無の欄は審査基準日にお27 「 」 18 「 」、 、

いて国際標準化機構第９００１号の規格により登録されている場いて国際標準化機構第９００１号の規格により登録されている場、 、

合登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の合登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の（ （

支店等に限られている場合を除くは１を登録されていな支店等に限られている場合を除くは１を登録されていな） 「 」 ） 「 」。 、 。 、

い場合は２を記入すること い場合は２を記入すること「 」 「 」。 。

６７ＩＳＯ１４００１の登録の有無の欄は審査基準日に５８ＩＳＯ１４００１の登録の有無の欄は審査基準日に28 「 」 19 「 」、 、
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おいて国際標準化機構第１４００１号の規格により登録されていおいて国際標準化機構第１４００１号の規格により登録されてい、 、

る場合登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一る場合登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一（ （

部の支店等に限られている場合を除くは１を登録されて部の支店等に限られている場合を除くは１を登録されて） 「 」 ） 「 」。 、 。 、

いない場合は２を記入すること いない場合は２を記入すること「 」 「 」。 。

削る ５９若年技術職員の継続的な育成及び確保の欄は審査基（ ） 20 「 」 、

準日において満歳未満の技術職員の人数が技術職員の人数の合35、

15 「 」 「 」計の％以上に該当する場合は１を該当しない場合は２、

を記入することまた技術職員数の欄には別紙二の技術職員「 」。 、

名簿に記載した技術職員の合計人数を若年技術職員数の欄に「 」、

は審査基準日において満歳未満の技術職員の人数を若年技35 「、 、

術職員の割合の欄には若年技術職員数の欄に記載した数値を」 「 」

技術職員数の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し「 」 、

記載すること。

削る ６０新規若年技術職員の育成及び確保の欄は審査基準日（ ） 21 「 」 、

において満歳未満の技術職員のうち審査対象年内に新規に技35、 、

術職員となつた人数が技術職員の人数の合計の１％以上に該当する

場合は１を該当しない場合は２を記入することまた「 」 「 」、 。 、

新規若年技術職員数の欄には別紙二の技術職員名簿に記載さ「 」 、

れた技術職員のうち新規掲載者欄に○が付され審査基準日「 」、 、

35 「 」において満歳未満のものの人数を新規若年技術職員の割合、

欄には新規若年技術職員数の欄に記載した数値を前項技術職「 」 「

員数の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し記載する」 、

こと。

削る ６１ＣＰＤ単位取得数の欄は技術者数の欄に記載し（ ） 22 「 」 「 」、

た数に含まれる者が審査基準日以前１年のうちに取得したＣＰＤの

単位数ただし算入できるＣＰＤ単位数は１人当たり単位を上（ 30、

限とするを記載することまた技術者数の欄は第７条） 「 」。 。 、 、

の３第３号若しくは第条の３第２項第１号に規定する者又は１級18

若しくは２級の第一次検定に合格した者第条の３第２項第１号（ 18

に規定される者に該当する者を除くの数を記載すること）。 。
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削る ６２技能レベル向上者数の欄は技能者数の欄に記載（ ） 23 「 」 「 」、

した数に含まれる者が審査基準日以前３年のうちに国土交通大臣が

定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価以下このに（ 23

おいて認定能力評価というの区分が審査基準日の３年前の「 」 ）。

日において受けている評価の区分より１以上上位であつた技能者の

数を記載することまた技能者数の欄は審査基準日におい「 」。 、 、

て審査基準日以前３年のうちに建設工事の施工に従事した者であつ

て第条の２第２号チ又は同条第４号チに規定する建設工事に従事14

する者に該当する者の数から建設工事の施工の管理のみに従事した

者の数を除いた数を控除対象者欄は審査基準日以前３年の「 」、 、

うちに認定能力評価により評価が最上位の区分に該当するとされた

者の数を記載することとする。
（ ） （ ）略 略
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（ ） （ ）様式第二十九号第二十五条関係 様式第二十九号第二十五条関係

（ ） （ ）略 略

記載要領 記載要領

～ （ ） ～ （ ）１３略 １３略

４資格者証交付番号の欄は法第条第３項の規定により専任４資格者証交付番号の欄は法第条第４項に該当する場合に「 」 26 「 」 26、 、

の者でなければならない監理技術者特例監理技術者を含むを当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること（ ）。 、 。

置く場合に当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載す、

ること。

・ （ ） ・ （ ）５６略 ５６略
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附 則

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 八 条 の 三 第 一 項 、 別 記 様 式 第 二 十 五 号 の 十 四 及

び 別 記 様 式 第 二 十 五 号 の 十 五 の 改 正 規 定 は 、 令 和 五 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


